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要 旨 
 

＜概要＞ 

弘南鉄道株式会社の大鰐
おおわに

線大鰐駅発中央弘前
ちゅうおうひろさき

駅行き２両編成（ワンマン運転）の下

り第１１列車の運転士は、令和５年８月６日（日）、１１時３１分ごろ、大鰐駅～宿川原
しゅくがわら

駅間の半径１９０ｍの右曲線（以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向

を基準とする。）を速度約２５km/hで走行中に後方から異音を感じたため、非常ブレー

キを使用して列車を停止させた。 

停止後に運転士が降車して確認したところ、後部車両の前台車の第１軸及び第２軸

が左側に脱線していた。 

列車には、乗客１８名及び運転士１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

本事故は、列車が半径１９０ｍの右曲線を通過中に、後部車両の前台車第１軸の左



側（外軌側）の輪重が小さい状態で、横圧及びアタック角が増加し、車輪がレールに

乗り上がったことにより、左に脱線したものと考えられる。 

外軌側の輪重が小さくなったことについては、列車がカント超過状態で走行してい

たことで定常的な輪重が減少していたことに加え、車体ローリングが大きくなりやす

い特徴を有する車両であったこと及び、軌道に大きな通り変位と周期的な水準変位が

あったことにより、車体ローリングによる動的な輪重の減少が発生していたことが影

響していた可能性があると考えられる。 

外軌側の横圧及びアタック角が増加したことについては、車輪がレールに乗り上

がった地点付近に大きな通り変位が存在したことが影響したと考えられる。 

大きな通り変位が存在したことについては、通り変位の算出方法として基準線の設

定に設計値を用いていたため、実際の曲線線形に対応した通り変位が把握できていな

かったこと、通り変位の補修効果が少なかったことにより、必要な軌道の補修ができ

ていなかったことが関与しているものと考えられる。 
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1 鉄道事故調査の経過 

1 . 1  鉄道事故の概要 

弘南鉄道株式会社の大鰐
おおわに

線大鰐駅発中央弘前
ちゅうおうひろさき

駅行き２両編成（ワンマン運転）の下

り第１１列車の運転士は、令和５年８月６日（日）、１１時３１分ごろ、大鰐駅～宿川原
しゅくがわら

駅間の半径１９０ｍの右曲線（以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向

を基準とする。）を速度約２５km/hで走行中に後方から異音を感じたため、非常ブレー

キを使用して列車を停止させた。 

停止後に運転士が降車して確認したところ、後部車両の前台車の第１軸及び第２軸

が左側に脱線していた。 

列車には、乗客１８名及び運転士１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

1.2  鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、令和５年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか

１名の鉄道事故調査官を指名した。また、令和６年４月１日、１名の鉄道事故調査

官を追加指名した。 

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

令和５年８月７日～８日     現場調査、口述聴取及び車両調査 

令和５年１１月８日～９日    車両調査及び軌道調査 

令和５年１１月２７日～２９日  車両調査及び軌道調査 

 

1.2.3 経過報告 

令和６年７月２５日、その時点までの事実調査結果に基づき、国土交通大臣に対

して経過報告を行い、公表した。 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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2 事実情報 

2 . 1  運行の経過 

2.1.1 運転士の口述 

事故に至るまでの経過は、弘南鉄道株式会社（以下「同社」という。）の大鰐駅発中央

弘前駅行き下り第１１列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転

士」という。）の口述によれば、概略次のとおりであった。 

事故当日は、０６時３５分ごろに中央弘前駅に出勤して点呼を受け、０６時５０

分中央弘前駅発大鰐駅行き上り第２列車に乗務した。その後、本件列車と同じ編

成を使用した列車に乗務し、中央弘前駅と大鰐駅間を２往復して、大鰐駅１１時

３０分発の中央弘前駅行き本件列車に乗務した。なお、当日は本事故が発生する

までの間、本件列車と同じ車両を使用した列車で、本件事故現場を複数回乗務し

たが、特に異常は感じなかった。 

本件列車は大鰐駅（大鰐駅起点０ｋ０００ｍ、以下「大鰐駅起点」は省略する。）

を定刻（１１時３０分）に出発した。その後、半径１９０ｍの右曲線（０ｋ４８１

ｍ～０ｋ６３５ｍ、以下「本件曲線」という。）を速度約２５km/hの惰行*1運転中、

後方から「ドン」というふだんと違う大きな音が聞こえたため、直ちに非常ブレー

キを使用して本件列車を停止させた。停止した時刻は、運転台の時計で１１時３２

分ごろであった。 

列車停止後、業務用携帯電話で運転指令にふだんと違う音が聞こえたため、本件

列車を停止させたこと及び点検することを連絡し、降車した。点検したところ、本

件列車の後部車両（以下「本件車両」という。）の前台車の第１軸及び第２軸がレー

ルから左側へ外れ脱線していた。直ちに運転指令に脱線の状況を報告した後、車内

に戻り乗客のけがの有無を確認したところ、乗客にけがはなかった。 

その後、現場に到着した同社の社員と共に全ての乗客を降車させた。 

（付図１ 大鰐線の路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場の略

図、付図４ 脱線の状況、付図５ 脱線の痕跡 参照） 

 

2.1.2 運転状況の記録 

本件列車には、運転状況を記録する装置は装備されていない。 

 

2.2  人の死亡、行方不明及び負傷 

なし。 

 
*1 「惰行」とは、列車が動力装置の駆動力、ブレーキ装置のブレーキ力のいずれをも使用せずに走行することを

いう。 
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2 . 3  鉄道施設等に関する情報 

2.3.1 事故現場に関する情報 

本件列車は、先頭車両の前端が本件曲線内の０ｋ５７７ｍ付近に停止していた。

本件車両の前台車の第１軸及び第２軸の左車輪は左レールと安全レール*2の間に脱線

していた。 

また、第１軸及び第２軸の右車輪は、右レールの内側の軌間内に脱線している状態

で、同台車第１軸の位置は０ｋ５５７ｍ付近であった。 

（付図３ 事故現場の略図、付図４ 脱線の状況、付図５ 脱線の痕跡 参照） 

 

2.3.2 鉄道施設に関する情報 

2.3.2.1 路線の概要 

同社の大鰐線は、大鰐駅と中央弘前駅を結ぶ営業キロ*3１３.９kmの単線で電化さ

れた路線であり、軌間は１,０６７mmである。 

同社には、大鰐線の他に弘前駅と黒石駅を結ぶ営業キロ１６.８kmの単線で電化さ

れた路線である弘南線があり、同社の営業キロの合計は３０.７kmである。 

なお、大鰐駅から宿川原駅における１日当たりの列車の運行本数は、上り及び下

り列車がそれぞれ１７本の合計３４本であり、いずれも２両編成である。 

（付図１ 大鰐線の路線図 参照） 

 

2.3.2.2 線路の概要 

本事故現場である本件曲線の線路に関する情報は次のとおりである。 

(1) 本件曲線は、半径１９０ｍの右曲線で、０ｋ５０６ｍ～０ｋ６０９ｍが円

曲線、円曲線の前後の０ｋ４８１ｍ～０ｋ５０６ｍ及び０ｋ６０９ｍ～０ｋ

６３５ｍが緩和曲線である。本件曲線の円曲線には、カント*4７１mm及びス

ラック*5２０mmが設定され、これらは緩和曲線区間で逓減
ていげん

されている。 

また、本件曲線の大鰐駅方の０ｋ２７６ｍ～０ｋ４３５ｍは、半径３００

ｍの左曲線である。 

(2) 線路の勾配は、０ｋ２８７ｍ付近～０ｋ６２０ｍ付近は平坦（０‰）であ

る。 

(3) 軌道構造はバラスト軌道であり、まくらぎは主に木まくらぎで、一部がＰ

 
*2 「安全レール」とは、脱線した車両が軌間外に逸脱し、転倒又は転落することによる大事故を防ぐことを目的

とし、本線レールに沿って敷設する誘導用のレールをいう。危険の大きい側の反対側のレールの軌間内方に敷設

するが、落石又は降雪の多い場所では、危険の大きい側のレールの軌間外方に敷設する。 

*3 「営業キロ」とは、旅客・貨物を運送する発着区間に対する駅間のキロ数をいう。 

*4 「カント」とは、曲線を走行する際の遠心力が走行安全性及び乗り心地に悪影響を及ぼさないよう設定され 

た、曲線外側のレールと内側のレールとの高低差をいう。 

*5 「スラック」とは、曲線を円滑に走行するために軌間を所定の大きさよりも広げることをいう。 
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Ｃまくらぎである。 

(4) レールは４０kgＮレールであり、レール継目は相互式継目*6である。 

3.1.1に後述する最初に脱線した地点である０ｋ５２６ｍ付近（以下「脱線

開始地点」という。）のレール継目位置は、左レールが、０ｋ４８８ｍ、０ｋ

５１２ｍ、０ｋ５３６ｍ及び０ｋ５５９ｍ、右レールが０ｋ５００ｍ、０ｋ

５２４ｍ、０ｋ５４８ｍ及び０ｋ５７１ｍである。 

(5) 本件曲線の全長にわたり、左レールの外側に３７kgレールの安全レールが

設置されている。安全レールは、おおよそまくらぎ１本おきに内外１本ずつ

の犬くぎで締結されている。 

同社によると、本事故現場を含む地域は冬期の積雪が多いことから、脱線

そのものを防止する脱線防止ガードや脱線防止レールを軌間内に敷設するこ

とが適さないため、軌間外へ安全レールを敷設しているとのことであった。 

（付図３ 事故現場の略図 参照） 

 

2.3.2.3 軌道の定期検査等 

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１号）

に基づき、同社が東北運輸局長へ届け出ている実施基準（以下「届出実施基準」と

いう。）の一部である軌道施設実施基準及び同社の社内規程である軌道整備心得で

定められている軌道の定期検査等は、次のとおりである。 

（附属資料１ 軌道変位の種類と定義 参照） 

(1) 軌道変位の定期検査 

本線における軌間変位、水準変位、通り変位、高低変位及び５ｍ平面性変

位の整備基準値（静的軌道変位*7）は表１のとおりである。また、軌道変位の

定期検査の基準期間は１年である。 

 

表１ 軌道変位の整備基準値（静的軌道変位） 

（単位：mm） 

軌道変位の種別 本線 

 

軌間変位 

直線及び半径６００ｍを超える曲線  ：＋１４ 

半径２００ｍ以上６００ｍまでの曲線：＋１４ 

半径２００ｍ未満の曲線            ： ＋９ 

 
*6 「相互式継目」とは、左右レールの継目位置を互い違いに配置するものをいう。これに対し、左右レールの継

目位置をそろえるものを相対式継目という。 

*7 「静的軌道変位」とは、手検測（人力による糸張り検測）や軌道検測装置による検測等により測定される、列

車荷重（又はそれに準ずる荷重）を載荷しない状態における軌道変位をいう。一方、軌道検測車による検測等に

より測定される列車荷重等を載荷した状態における軌道変位を「動的軌道変位」という。 
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水準変位 平面性に基づき整備を行う 

高低変位 ±２２ 

通り変位 ±２２ 

５ｍ平面性変位 ±１８（カントの逓減量を含む） 

 

整備基準値に達した場合の整備については、「整備基準値に達した軌道変位

並びに整備基準値未満の軌道変位の場合であって、急進性のもの及び列車の

動揺に特に大きな影響を与えるものについては、早急に整備を行うものとす

る。」と定められている。 

整備基準値に達した場合の早急に整備を行う期限については、同社が定め

る軌道整備心得において、次のとおりとなっている。 

 

 軌道整備心得 

 第５条 軌道は一年に少なくとも一回検査しなければならない。 

 （１）軌道変位に係る補修時期 

   軌 間：概ね１ヶ月以内に補修する。 

水 準：概ね１ヶ月以内に補修する。 

高 低：概ね３ヶ月以内に補修する。 

通 り：概ね３ヶ月以内に補修する。 

平面性：概ね１ヶ月以内に補修する。 

（２）整備基準値を著しく超過している場合は、早急に補修する。 

 

同社によると、軌道変位の定期検査は、外部業者に作業を委託し、軌道検

測装置を使用して静的軌道変位を測定しており、軌道変位の測定結果は、５

ｍ間隔の測定値に取りまとめられ、検査実施からおおむね１か月後に同社に

提出される。また、補修時期の起算日は、委託先業者から測定データを受領

した日としているとのことであった。 

なお、軌道検測値から軌道変位を算出する際の基準線*8は、高低、平面性に

ついては０とし、軌間、水準及び通りについては、各軌道変位項目の設計値

としているとのことであった。 

事故現場付近における本事故発生前直近の軌道変位の定期検査は、令和５

年７月４日に実施されていたが、本事故発生時点において、同社は、委託先

業者より測定結果を受け取っていなかった。同社が測定結果を受け取ってい

 
*8 ここでいう「基準線」とは、軌道変位を算出する際に基準となる値で、軌道検測値から基準線の値を差し引い

た値が軌道変位となるものをいう。 
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た本事故発生前直近の軌道変位の定期検査は令和４年７月２１日に実施され

ていた。 

(2) 軌道変位の検査結果 

    ① 令和４年７月２１日検測の軌道変位 

令和４年７月２１日に実施された軌道検測の検測結果（以下「令和４年

軌道変位」という。）について、同社は委託先業者から令和４年８月２６日

に検測結果を受け取った。 

本件曲線についての結果は、次のとおりであった。なお以下、軌間変位

以外の軌道変位の大小は絶対値で評価している。 

ａ スラックを含む軌間変位は、０ｋ５７３ｍ付近が最も大きく＋２８.２

mmであり、同地点のスラック２０mmを除くと軌間変位は＋８.２mmで整備

基準値（＋９mm）未満であった。 

ｂ 水準変位は、０ｋ５３６ｍ付近が最も大きく－１９.１mmであった。 

ｃ 通り変位は、０ｋ５６４ｍ付近が最も大きく－３４.７mmで整備基準値

（±２２mm）を超えていた。また、０ｋ５００ｍ付近で＋２２mm、０ｋ

５０９ｍ付近～０ｋ５１４ｍ付近までの間は－２２.４mm～－２９.３mm、

０ｋ５２３ｍ付近～０ｋ５２５ｍ付近までの間は＋２２.５mm～＋

２４.５ mm、０ｋ５６２ｍ付近～０ｋ５６６ｍ付近までの間は－２５.８

mm～－３４.７mm、０ｋ５７２ｍ付近～０ｋ５７６ｍ付近までの間は＋

２２.３ mm～＋２９.１mmの範囲で連続して整備基準値を超えていた。 

ｄ 高低変位は、０ｋ５８２ｍ付近が最も大きく＋１３.８mmで整備基準値

（±２２mm）未満であった。 

ｅ ５ｍ平面性変位は、０ｋ６２７ｍ付近が最も大きく＋２０.９mmで整備

基準値（±１８mm）を超えていた。また、０ｋ５００ｍ付近は－２０.５

mmであった。 

    ② 令和５年７月４日検測の軌道変位 

令和５年７月４日に実施された軌道検測における検測結果（以下「令和

５年軌道変位」という。）は、次のとおりであった。 

ａ スラックを含む軌間変位は、０ｋ５７３ｍ付近が最も大きく＋２９.９

mm であり、同地点のスラック２０mm を除くと軌間変位は＋９.９mm で整

備基準値（＋９mm）を超えていた。 

ｂ 水準変位は、０ｋ５２２ｍ付近が最も大きく－１４.４ mm であった。

なお、本件曲線は 2.3.2.2(4)に記述したように相互式継目であり、片側

のみにあるレール継目の位置で、片側の継目落ちによる水準変位が発生

していた。 
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ｃ 通り変位は、０ｋ５６４ｍ付近が最も大きく－４０.２mm で整備基準

値（±２２mm）を超えていた。また、０ｋ４９７ｍ付近～０ｋ５０４ｍ

付近までの間は－２２.３mm～－３６.５mm、０ｋ５０６ｍ付近～０ｋ

５１５ｍ付近までの間は－２２.３mm～－３４.７mm、０ｋ５２３ｍ付

近～０ｋ５２４ｍ付近までの間は＋２２.９mm～＋３６.５ mm、０ｋ

５６１ｍ付近～０ｋ５６７ｍ付近までの間は－２３.０mm～－４０.２mm、

０ｋ５８１ｍ付近～０ｋ５８９ｍ付近までの間は－２４.８mm～

－３５.９mm の範囲で連続して整備基準値を超えていた。 

ｄ 高低変位は、０ｋ５８２ｍ付近が最も大きく＋１２.５mm で整備基準

値（±２２mm）未満であった。 

ｅ ５ｍ平面性変位は、０ｋ６２８ｍ付近が最も大きく＋２０.３mmで整備

基準値（±１８mm）を超えていた。また、０ｋ５００ｍ付近は－２０.０

mmであった。 

（付図６ 事故現場付近の軌道変位等の状況 参照） 

(3) 軌道整備 

① 本件曲線の軌道整備状況 

図１に本件曲線の通り変位の検査結果及び補修の経過を示す。 

同社は、令和４年軌道変位を踏まえた通り変位の補修を令和４年９月８日

に行った。これは、2.3.2.3(1)に記述した通り変位の整備時期（おおむね

３か月以内）の範囲内であった。ただし、本件曲線内の補修対象箇所は６

か所であったが、うち２か所の補修をしていなかった。 

また、補修からおおよそ１０か月が経過した令和５年軌道変位では、補

修した箇所が、ほぼ令和４年軌道変位と同等の状態まで戻っており、補修

の効果がほぼなくなっている状態であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件曲線の通り変位の検査結果及び補修の経過 
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② 大鰐線の通り変位の補修状況 

同社の大鰐線全線について、令和４年軌道変位の結果に基づく通り変位

の補修作業は、令和４年９月８日、９日及び１２日の３日間で行われてい

た。通り変位の補修実施状況を表２に示す。 

同社によると、一部の未補修箇所があるのは、補修対象箇所が非常に多

く、作業能力的に全ての補修ができないためであり、また、補修した箇所

についても通り変位がある箇所の軌きょう*9をバールやジャッキで押して

動かすのみの簡易な補修としているとのことであった。 

 

表２ 整備基準値の超過数及び補修実施状況（大鰐線） 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 列車動揺の定期検査 

列車動揺の定期検査は、軌道施設実施基準により月１回行うこととしてい

る。本事故発生前直近の事故現場付近の列車動揺の定期検査は、令和５年７

月１２日に列車添乗により列車動揺測定駒
そくていごま

*10を使用して測定が行われており、

本件曲線の測定結果に異常は見られなかった。 

(5) 軌道部材の定期検査 

レール、まくらぎ、道床路盤等の軌道材料について、軌道施設実施基準に

より基準期間を１年として定期検査を行うこととしている。本件曲線におけ

る本事故発生前直近の主な軌道部材の定期検査の結果は次のとおりであった。 

    ① レールの検査 

レールの検査は、レールの摩耗や損傷及び安全レール等の状況を確認し、

異常の有無又は良否を検査台帳に記録していた。本件曲線内は、令和５年

５月４日に実施されており、材料交換等の対応を必要とする異常は記録さ

れていなかった。 

なお、同社の軌道整備心得に定められているレールの交換基準（本線路

の４０kgＮレールの摩耗限度値）は１４mmである。レールの摩耗の検査は、

原則目視で行うが、必要によりレール摩耗定規を使用して測定することと

 
*9 「軌きょう」とは、レールやまくらぎをはしご状に組み合わせたものをいう。 

*10 「列車動揺測定駒」とは、走行する車両の動揺を測定するもので、厚さの違う駒の転倒により動揺加速度を把

握するものをいう。 

令和４年軌道変位 補修対象 補修実績 未補修

通り変位 １２９か所 １０４か所 ２５か所

※　補修対象は、通り変位における１０ｍ間の絶対値の最大値が整備基準値に達している箇所としている。
※　補修を行った作業記録が確認できなかった箇所を未補修として計上している。
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している。 

②  まくらぎの検査 

まくらぎの検査は、木まくらぎの腐食等の有無、まくらぎ位置間隔の状

況を確認し、異常の有無又は良否を検査台帳に記録していた。本件曲線内

は、令和５年７月１２日に実施されており、材料交換の対応を必要とする

異常は記録されていなかった。 

③  道床及び路盤の検査 

道床及び路盤の検査は、道床の断面形状及び路盤の排水等の保守、材料の

状態を確認し、状態の良否で検査台帳に記録していた。本件曲線内は、令

和４年８月１９日に実施されており、道床交換等の対応を必要とする異常

は記録されていなかった。 

(6) 線路の巡視 

本線の巡視を毎週１回以上、徒歩又は列車添乗等により行うこととされて

おり、本事故発生前直近の事故現場付近の巡視は、令和５年８月２日に徒歩

により行われていた。巡視の結果、本件曲線内において異常は記録されてい

なかった。 

 

2.3.2.4 本事故発生後の軌道の状況 

(1) 軌道変位の状況 

‘本事故発生直後（令和５年８月７日）に、事故現場付近の０ｋ４７５ｍ～

０ｋ６０２ｍ間の静的軌道変位を手検測により測定した結果’（以下「本事故

発生後の軌道変位」という。）は次のとおりであった。 

① スラックを含む軌間変位は、０ｋ５２３ｍ付近及び０ｋ６０２ｍが最も

大きく＋２９.０mmであった。脱線開始地点は＋２７.０mmであった。 

② 水準変位は、０ｋ５３６ｍ付近が最も大きく－１７.０mmであった。 

③ 通り変位（左、外軌）は、０ｋ５２３ｍ付近が最も大きく＋２４.２mmで

あった。 

④ 高低変位（右、内軌）は、０ｋ５４４ｍ付近が最も大きく－２１.０mmで

あった。 

(2) レール摩耗の状況 

本事故発生後（令和５年１１月８日）に、本件曲線に敷設されていたレー

ルの摩耗を調査した結果は次のとおりであった。 

    ① 最大値は０ｋ５２３ｍ付近で１９.３mmであった。 

② 脱線開始地点（０ｋ５２６ｍ付近）の左レール（外軌）の側摩耗は図２

に示すように、１８.３mmであった。 
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③ ０ｋ５１６ｍ付近から０ｋ５３４ｍ付近の左レール（外軌）の側摩耗は

連続して、2.3.2.3(5)①に記述したレール交換基準である１４mmを超過し

ていた。また、同区間では図３に示すようにレール頭部の下側に大きなレー

ルフロー*11があった。 

④ 脱線開始地点付近の左レール（外軌）の摩耗角度は約７１°であった。 

図４に、レール側摩耗と通り測定値の関係を示す。同図が示すとおり、通

り測定値が大きい（曲率が大きくなる方向）ところで、局所的に側摩耗が

大きい傾向にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 事故現場付近のレール断面図   図３ 事故現場付近のレール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ レール側摩耗と通り測定値 

 

 
*11 「レールフロー」とは、車輪が繰り返し通過して大きな接触圧が生じることにより、レール表面の金属が塑

性流動してはみ出したものをいう。 
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2.3.2.5 線路の保守体制 

本事故発生時点の同社における線路の保守体制は、保線を担当する現業機関であ

る工務区の区長を筆頭に総勢７名の工務区員によって、大鰐線１３.９km及び弘南

線１６.８kmの合計３０.７kmの線路の保守を行うものであった。 

工務区の主な作業内容は、軌道・土木構造物等の検査及び軌道工事（補修作業）

である。なお、検査については、ほぼ直轄で行っているが、2.3.2.3(1)に記述した

軌道変位検査は、外部業者に作業を委託している。また、軌道工事については、長

延長のレール交換及び道床交換等の比較的大規模な工事は、外部業者に作業を委託

しているが、小規模な軌道変位の補修作業やレール及びまくらぎの交換作業等につ

いては直轄で行っている。 

 

2.4  車両に関する情報 

2.4.1 車両の概要 

  本件列車の編成を図５に示す。本件列車の車両の主要諸元は表３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

図５ 本件列車の編成 

 

表３ 本件列車各車両の主要諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←大鰐駅方 中央弘前駅方→

車　　種：直流電車（１,５００Ｖ）
　　　●：脱線した輪軸 編成両数：２両

本件車両：７０３９ 先頭車両：７０４０ 列車進行方向
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2.4.2 台車  

台車は、パイオニアⅢ台車（ＰⅢ－７０１台車）を使用している。その構造の概

要は次のとおりとなっている。 

(1) 台車枠は、左右に分割され、その中心部に設けられたジョイントにより結

合している。これにより、左右に分割された台車枠は独立して動くことがで

き、軌道面のねじれに追従可能な構造となっている。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ パイオニアⅢ台車の台車枠の組立及び構造 

 

(2) 軸箱支持装置は、軸箱守に防振ゴムを挿入して側はりと直結している。（図

７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ パイオニアⅢ台車の軸箱支持装置 
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実車を用いて前台車第１軸の軸箱を持ち上げた際の輪重変化を測定し、パイオニ

アⅢ台車の軌道のねじれに対する追従性を調査した結果、軸距平面性１０mmに対す

る先頭軸外軌側の輪重減少量は１.５５ｋNと小さかった。 

 

2.4.3 車体支持装置  

車体支持装置は、空気ばねを用いたダイレクトマウント方式*12である。本件列車

の車体支持装置の構造は次のとおりである。 

(1) 左右動ストッパ間隔は、１５mmである。 

(2) ボルスタアンカ*13は、車軸中心より２５５mm高い位置に設置されている。 

(3) 空気ばねは、ベローズ形で各台車の左右に一つずつ取り付けられている。 

① 先頭車両後台車及び本件車両前台車には差圧弁*14があり、左右の空気ば

ねにはそれぞれ自動高さ調整弁*15（以下「ＬＶ」という。）が取り付けられ

ている。これらは、それぞれに取り付けられたＬＶの作用により、空気ば

ねの高さを調整し２点で車体を支持（以下「２点支持台車」という。）する。 

② 先頭車両前台車及び本件車両後台車には差圧弁がなく、左右の空気ばね

が空気管路で連絡され、左右の空気ばねの圧力は等しくなるようにして、

１点で車体を支持（以下「１点支持台車」という。）する。 

また、運転席側の空気ばねに一つＬＶを取り付け、これにより左右の空

気ばねの高さを調整し構造上１点で車体を支持する。 

以上のことから、本件列車に使用される車両は、空気ばねによる２点支持台

車と１点支持台車を組み合わせて、車体を３点で支持（以下「３点支持方式*16」

という。）するものである。（図８参照） 

なお、一般的な鉄道車両は、ほとんどが、前後両台車に２点支持台車を装

備し、車体を４点で支持（以下「４点支持方式」という。）する方式である。

（図９参照） 

(4) まくらばり（ボルスタ）と台車枠（側はり）の間に側受ゴムが挿入されて

いる。 

 
*12 「ダイレクトマウント方式」とは、まくらばねを車体の直下に置き、まくらばりや心皿及び側受等をまくら

ばねより下に配置した、台車枠と車体との間に用いる緩衝用のばねの方式をいう。 

*13 「ボルスタアンカ」とは、まくらばりと車体又は台車枠との間に介在して、駆動力や制動力など前後方向の

力を伝える棒状の部品のことをいう。 

*14 「差圧弁」とは、左右の空気ばねの圧力差を一定値以下に抑えるために設けられた弁のことをいう。（ＤＰＶ：

Differential pressure valve）左右の内圧差がある値より大きくなると、圧力の大きい方から小さい方へ空気

を移動させて左右の圧力差をなくし、輪重抜けなどを防止する。 

*15 「自動高さ調整弁」とは、空気ばねの高さを一定の範囲に保つため、負荷変動により生じる空気ばねの高さ

変化を検出して空気の吸排気を行う弁のことをいう。（ＬＶ：Leveling Valve） 

*16 「３点支持方式」とは、空気ばねによる車体支持方式の一つである。４個の空気ばねで車体を支持するとき、

一方の台車の空気ばねにはそれぞれ自動高さ調整弁を取り付け、左右の空気ばねを差圧弁で結合するが、他方

の台車の空気ばねは、左右を連通させて１個の自動高さ調整弁を取り付けて車体を支持するものをいう。 
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図８ 本件列車の編成（車体の３点支持方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 一般的な車両（車体の４点支持方式） 

 

2.4.4 車両の整備に関する情報 

車両の整備については、届出実施基準の一部である「車両実施基準」で定められ

ている。車両の定期検査の種類は、全般検査*17、重要部検査*18、状態・機能検査*19が

あり、検査種類ごとに定められた期間又は車両の走行距離によって定期的に行われて

いる。 

また、車両の使用状況に応じ、車両の消耗品の状態及び主要部分の機能について

 
*17 「全般検査」とは、同社における定期検査の一つで、車両全般について、８年を超えない期間ごとに行う検

査をいう。 

*18 「重要部検査」とは、同社における定期検査の一つで、車両の動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その

他の重要な装置の主要部分について、４年又は当該車両の走行距離が６０万kmを超えない期間のいずれか短い

期間ごとに行う検査をいう。 

*19 「状態・機能検査」とは、同社における定期検査の一つで、車両の状態及び機能について、３か月を超えな

い期間ごとに行う検査をいう。 
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１４日を超えない期間ごとに列車検査を行っている。 

輪軸については、全般検査、重要部検査及び状態・機能検査で、車輪内面距離、

フランジ高さ、フランジ厚さ及び車輪径の検査を行っている。 

各項目の使用限度値は表４のとおりである。 

車両の静止輪重*20の管理については、全般検査及び重要部検査時に静止輪重の測定

を行い、静止輪重比*21１０％以内を目標値とし、２０％を限度として管理すること

とされている。 

 

表４ 輪軸に関する使用限度値 

 

 

 

 

 

 

なお、ＬＶについては、状態・機能検査、重要部検査及び全般検査で、車体とＬ

Ｖのレバーを接続する連結棒の損傷及び変形、各部の取付け状態の検査を行うこと

とされている。 

 

2.4.5 車両の定期検査等に関する情報 

2.4.5.1 定期検査等の実施状況 

本件列車の本事故発生前直近の定期検査等の実施状況は、次のとおりである。車

両及び台車の組立寸法は整備基準値以内であり、各検査の記録に異常を示すものは

見られなかった。 

全般検査     平成３０年５月２４日 

重要部検査    令和 ４年４月２７日 

状態・機能検査  令和 ５年７月２７日 

列車検査     令和 ５年７月２５日 

 

2.4.5.2 輪軸の検査状況 

本事故発生前直近の状態・機能検査の検査結果及び本事故発生後に測定した結果

を表５に示す。これによれば、本件列車の車輪内面距離、フランジ高さ、フランジ厚

 
*20 「静止輪重」とは、直線でカントのない区間で静止状態にて鉛直方向に作用する輪重のことをいう。 

*21 「静止輪重比」とは、１軸の輪軸に対し、片側の車輪の輪重をその軸の平均輪重で除した値をいう。管理値

は、単位を％とし、１００％との差の絶対値で表す。 

項 目 使用限度値 

車輪内面距離 ９８９mm以上 ９９４mm以下 

フランジ高さ ２５mm以上 ３５mm以下 

フランジ厚さ ２１mm以上 

車輪径 ７９０mm以上 
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さ及び車輪径は、いずれも表４に示す使用限度値内で、異常は見られなかった。 

 

表５ 輪軸各部の寸法測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.3 静止輪重及び静止輪重比の状況 

本事故発生前直近の静止輪重の測定結果及び本事故発生後の測定結果を表６に示

す。表６より、静止輪重比はいずれも目標値（１０％）以内で、異常は見られなかっ

た。 

なお、同社によると、静止輪重の測定は、空気ばねの高さ調整をした後、空気ばね内

の圧縮空気を全て排気してから測定するとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左 右 左 右 左 右 左 右
状態・機能検査
本事故発生後測定
状態・機能検査 26.5 26.9 27.3 26.5 26.5 26.9 26.7 26.2
本事故発生後測定 26.9 27.4 27.4 27.1 27.8 27.7 27.2 26.6
状態・機能検査 31.5 31.0 31.3 31.2 31.4 31.4 30.5 30.6
本事故発生後測定 28.2 28.1 28.2 28.8 28.7 29.3 29.6 28.4
状態・機能検査 835 835 835 835 834 834 834 834
本事故発生後測定 835 834 835 835 836 833 833 832

左 右 左 右 左 右 左 右
状態・機能検査
本事故発生後測定
状態・機能検査 26.7 27.4 27.0 26.7 26.6 26.8 26.6 26.4
本事故発生後測定 26.9 27.3 27.4 26.9 26.5 27.1 26.9 26.9
状態・機能検査 32.0 32.3 31.5 31.0 30.8 31.6 31.2 31.3
本事故発生後測定 29.4 28.4 28.6 27.6 28.1 28.4 28.4 28.3
状態・機能検査 836 836 835 835 835 835 835 835
本事故発生後測定 836 836 836 835 836 835 837 837

※　｢左｣は進行方向左車輪、｢右｣は進行方向右車輪を示す。

※　状態・機能検査　：令和５年７月２７日

※　本事故発生後測定：令和５年８月　９日

993
フランジ高さ

（mm）
フランジ厚さ

（mm）
車輪径
（mm）

第２軸 第１軸

車輪内面距離
（mm）

991 991 992 993
991 991 992

フランジ高さ
（mm）

フランジ厚さ
（mm）
車輪径
（mm）

項目 検査種類

本件車両（７０３９）
後台車 前台車

第２軸 第１軸

車輪内面距離
（mm）

992 991 991 991
992 991 991 991

項目 検査種類

先頭車両（７０４０）
後台車 前台車

第２軸 第１軸 第２軸 第１軸
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表６ 静止輪重の測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.4 ＬＶの検査状況 

本事故発生前直近のＬＶの定期検査は、令和５年７月２７日に状態・機能検査が

行われ、その結果に異常に関する記録はなかった。 

 

2.4.6 本事故発生後の本件車両前台車の車輪形状及び車輪のフランジ角度 

2.4.1の表３に示したように、本件列車の車両の車輪フランジ角度は６０°に削正

される。本事故発生前直近の車輪削正は、令和３年１１月に実施され、その後、本

事故発生までの走行距離は５６,４３３.６kmであった。 

本事故発生後に、脱線した本件車両前台車の第１軸及び第２軸の車輪の形状を測

定した結果を図１０に示す。図１０のとおり、本件車両前台車の車輪フランジ角度

は、約７１°～約７２°であった。 

なお、脱線した輪軸の先頭となる本件車両前台車の第１軸左側車輪のフランジ角

度は、約７１°であった。 

 

 

 

左 右 左 右 左 右 左 右

静止輪重 （kN） 39.0 34.0 35.0 37.0 40.0 38.0 39.0 40.0

静止輪重比（％）

静止輪重 （kN） 40.0 34.0 38.0 36.0 38.0 42.0 38.0 44.0

静止輪重比（％）

左 右 左 右 左 右 左 右

静止輪重 （kN） 39.0 40.0 40.0 39.0 39.0 34.0 38.0 38.0

静止輪重比（％）

静止輪重 （kN） 40.0 34.0 40.0 36.0 35.0 38.0 33.0 40.0

静止輪重比（％）

※｢左｣は進行方向左車輪、｢右｣は進行方向右車輪を示す。

※重要部検査　　　：令和４年４月２７日

※本事故発生後測定：令和５年８月　９日

検査種類 項目

先頭車両（７０４０）

後台車 前台車

第２軸 第１軸 第２軸 第１軸

重要部検査
6.8 2.8 2.6 1.3

本事故発生後測定
8.1 2.7 5.0 7.3

検査種類 項目

本件車両（７０３９）

後台車 前台車

第２軸 第１軸 第２軸 第１軸

重要部検査
1.3 1.3 6.8 0.0

本事故発生後測定
8.1 5.3 4.1 9.6
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凡例：  設計値、  本件車両測定値 

 

 

 

 

 

 

第１軸左側（外軌）         第１軸右側（内軌） 

 

 

 

 

 

 

 

第２軸左側（外軌）         第２軸右側（内軌） 

図１０ 本事故発生後の本件車両前台車の車輪形状及びフランジ角度 

 

2.5  線路及び車両の損傷状況等に関する情報 

2.5.1 鉄道施設の損傷、痕跡の状況 

(1) 脱線開始地点（０ｋ５２６ｍ付近）の左レール（外軌）のゲージコーナー

側の頭部側面からレール頭頂面にかけて、左車輪のフランジが乗り上がり、

レール頭頂面を走行したと見られる痕跡があった。 

なお、これより手前及び同地点の右レール（内軌）には、脱線の痕跡は確

認されなかった。 

(2) 脱線開始地点（０ｋ５２６ｍ付近）から０ｋ５２９ｍ付近まで及び０ｋ

５ ２ ９ｍ付近から０ｋ５３２ｍ付近までには、左レール（外軌）上に軌間内

側から外側へ斜めに横切る、車輪フランジの先端が走行したことによるもの

と見られる痕跡があった。 

(3) ０ｋ５２９ｍ付近から列車が停止した０ｋ５７７ｍまでの左レール（外軌）

の軌間外には、左車輪が軌間外に落下して車輪のフランジがまくらぎ及び

レール締結装置の上を走行したと見られる痕跡及び損傷があった。また、同

区間の軌間内には、右車輪が落下して車輪のフランジがまくらぎ及びレール

締結装置の上を走行したと見られる痕跡及び損傷があった。 

なお、これらの痕跡は、０ｋ５２９ｍ付近からは１本、０ｋ５３２ｍから
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は２本の車輪が走行した痕跡であった。 

(4) 脱線開始地点（０ｋ５２６ｍ付近）から列車が停止した０ｋ５７７ｍまで

の左レールの左側面には車輪の裏リム面及び安全レールの右側面には車輪の

表リム面が交互に擦ったと見られる痕跡があった。 

安全レールの締結状態及び道床については、特に異常はなかった。 

（付図５ 脱線の痕跡 参照） 

 

2.5.2 車両の損傷、痕跡の状況 

(1) 本件車両前台車の第１軸左車輪の表リム面には、安全レールとの接触によ

るものと見られる痕跡があった。 

また、同車輪の裏リム面には、軌間外の左レール左側面との接触によるも

のと見られる痕跡があった。 

なお、同台車の第２軸左車輪の表リム面には、安全レールとの接触による

ものと見られる痕跡はなかった。 

(2) 本件車両前台車の第１軸及び第２軸左右の車輪フランジ、車輪踏面には、

脱線して走行したと見られる擦過痕及び打痕があった。 

(3) 本件車両前台車の第１軸歯車箱底部に破損があった。 

(4) 本件車両前台車の第２軸主電動機通風口に打痕があった。 

（付図７ 車両の損傷と痕跡 参照） 

 

2.6  乗務員に関する情報 

本件運転士 ５０歳 

甲種電気車運転免許 平成２１年１２月１８日 

 

2.7  運転取扱いに関する情報 

運転取扱いについては、届出実施基準の一部である「運転実施基準」で定められて

いる。本件曲線の運転速度については、次のように定められている。 

①  列車の最高速度（大鰐駅～宿川原駅間）：４５km/h 

②  曲線の制限速度（曲線半径１９０ｍ） ：４０km/h 

また、本件曲線には、運転速度３０km/hの速度制限が設定されている。 

なお、同社が本件列車の運転に適用している運転曲線図によると、運転曲線に沿っ

て運転した場合、大鰐駅から3.1.1に後述する脱線開始地点を通過するまでに約１分

２５秒掛かり、脱線開始地点付近の速度は２５km/hである。 
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2 . 8  気象に関する情報 

本事故発生当時の事故現場付近における天気は晴れであり、事故現場の最寄りの青

森地方気象台碇ケ関
いかりがせき

地域気象観測所の記録によれば、本事故発生当日の１１時から

１２時までの間、降水はなかった。また、１１時３０分の気温は３１.５℃、湿度は

７０％、風向・風速は北北西１.８m/sであった。 

 

 

3 分 析 

3 . 1  本事故の状況に関する分析 

3.1.1 脱線地点に関する分析 

2.5.1(1)に記述したように、０ｋ５２６ｍ付近の左レール（外軌）のゲージコー

ナー側の頭部側面からレール頭頂面にかけて、左車輪が軌間内から乗り上がり走行

したと見られる痕跡があり、これより手前及び同地点の右レール（内軌）には、脱

線の痕跡は確認されなかったことから、最初に脱線した地点（脱線開始地点）は、

０ｋ５２６ｍ付近の左レール（外軌）であると考えられる。 

 

3.1.2 本事故発生時の走行速度に関する分析 

  2.1.1に記述した本件運転士の口述によると、本事故現場付近を速度約２５km/hで

走行していたこと、２.７に記述したように本件列車の運転に適用している運転曲

線図によると、本事故現場付近の速度は２５km/hであることから、本事故発生時の

走行速度は約２５km/hであったと考えられる。 

また、２.７に記述したように、本件曲線は３０km/hの速度制限区間であったこと

から本事故現場付近では速度超過はなかったものと考えられる。 

 

3.1.3 本事故発生時の時刻に関する分析 

2.1.1に記述したように、本件運転士の口述によると、本件列車が停止した時刻は

１１時３２分ごろであったこと、本件列車は大鰐駅を定刻の１１時３０分に出発し、

２.７に記述したように脱線開始地点までの所要時間は約１分２５秒であることか

ら、本件列車が脱線した時刻は、１１時３１分ごろであったと考えられる。 

 

3.1.4 脱線の状況に関する分析 

3.1.1及び2.5.1に記述した脱線開始地点及び鉄道施設の痕跡から、本件車両前台

車の第１軸は、０ｋ５２６ｍ付近で左車輪が左レール（外軌）に乗り上がり、０ｋ

５２９ｍ付近で左に脱輪し、０ｋ５５７ｍ付近に停車したものと考えられる。 
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なお、同台車の第２軸は、本件曲線を走行する場合後軸となり、大きなアタック

角*22を有した状態で走行する第１軸（前軸）と比較して、乗り上がり脱線を起こす

可能性は極端に低いことから、第１軸の脱輪の影響により、０ｋ５２９ｍ付近から

追従するように左レール（外軌）に乗り上がり、０ｋ５３２ｍ付近で左に脱線した

ものと考えられる。 

 

3.2  軌道に関する分析 

3.2.1 軌道変位 

(1) 通り変位 

2.3.2.3(2)②に記述したように、令和５年軌道変位においては、通り変位

が整備基準値を超過していた。この通り変位については、脱線開始地点付近

において、曲率が大きくなる（曲線半径が小さくなる）方向に非常に大きな

変位が存在していたことから本件列車の脱線に関与があったと考えられる。 

ここで、通り変位については、2.3.2.3(1)に記述したように、同社は基準

線を設計値として算出しているが、一般的に曲線全体が設計値から大きくず

れている軌道の通り変位を算出する方法の一つとしては、測定値の移動平均

により基準線を設定する方法（以下「移動平均法」という。）がある*23。本件

曲線の通り変位を移動平均法により算出した結果を図１１の下図に示す。 

図１１より、移動平均法により算出した通り変位は、０ｋ５２２ｍ付近で

＋２５.９mm、０ｋ５６２ｍ付近で－２８.１mm、０ｋ５７２ｍ付近で＋

２９.１mmであった。 

なお、これらの値は、基準線を設計値とした場合の通り変位と比較して、

プラス側にやや大きくなっており、整備基準値を超過する箇所数は減少する

ものの、5.2.1(3)に後述する列車の運転規制（２５km/h以下の徐行）を行う

必要のある非常に大きなものであった。 

非常に大きな通り変位が存在したことについては、2.3.2.3(3)②に記述し

たように、通り変位の補修を簡易な補修としていたため、十分な補修ができ

ておらず通り変位の進みが速くなっていたことが関与している可能性がある

と考えられる。 

 

 

 

 
*22 「アタック角」とは、車輪がレール上を転動するときの車輪とレールとの相対角度のことであり、この角度

が大きいほど乗り上がり脱線に対する安全性が低下するものである。 

*23 参考文献：「鉄道構造物等維持管理標準（軌道編）の手引き」（財団法人鉄道総合技術研究所、平成１９年、

pp20-21） 
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図１１ 基準線の算出方法と通り変位 

 

また、表７に大鰐線全線における令和４年軌道変位の通り変位の基準線を

設計値とした場合と移動平均法とした場合の補修対象箇所数を示す。基準線

を設計値とした場合の補修対象箇所数は、移動平均法とした場合と比較して

大幅に多い。 

このことから、同社が補修を簡易な方法で行っていたことや、未補修箇所

があったことについては、通り変位の基準線を設計値としていたことで、補

修対象数が多数となったことが関与していたと考えられる。 

 

表７ 基準線の算出方法による補修対象及び補修状況（大鰐線） 

 

 

 

 

 

 

(2) 平面性変位 

2.3.2.3(2)②に記述したように、令和５年軌道変位においては、２か所で

令和４年軌道変位 補修対象 補修実績 未補修

通り変位(設 計 値) １２９か所 １０４か所 ２５か所

通り変位(移動平均) 　２４か所 　１６か所 　８か所

※　補修対象は、通り変位における１０ｍ間の絶対値の最大値が整備基準値に達している箇所としている。
※　補修を行った作業記録が確認できなかった箇所を未補修として計上している。
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５ｍ平面性変位が整備基準値を超過していた。しかし、これらの平面性変位

については、脱線開始地点付近から２５ｍ以上離れていることから、本事故

の発生への関与はほぼないと考えられる。 

(3) 水準変位 

2.3.2.3(2)②に記述したように、水準変位については、片側のみにあるレー

ル継目の継目落ちによる水準変位が発生している傾向が見られることから、

本件車両の車体ローリングの発生に影響していた可能性があると考えられる。 

 

3.2.2 カント 

本件曲線の半径は１９０ｍであり、3.1.2に記述した本件列車の本事故発生時の速

度約２５km/hにおける均衡カント*24は約２８mmである。本件曲線の設定カントは 

７１mmであることから、カント不足量は－４３mmとなり、本事故発生時において本

件列車はカント超過の状態であったと考えられる。 

なお、２.７②に記述した本件曲線の制限速度である４０km/hでの均衡カントは

７１mmで、本件曲線の設定カントと一致する。 

 

3.2.3 レールの摩耗 

2.3.2.4(2)に記述したように、脱線開始地点の左レール（外軌）の摩耗量は、本

事故発生時において約１８.３mmであり、レールの交換基準１４mmを超えていた。脱

線開始地点の左レール（外軌）と2.4.6に記述した本件車両前台車第１軸の左車輪の

断面が接触している状況を図１２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 脱線開始地点のレールと本件車輪の断面状況 

 

図１２から、脱線開始地点のレールの摩耗角度と、本件車輪のフランジ角度は同

 
*24 「均衡カント」とは、曲線通過速度と曲線半径に応じて発生する遠心力と重力の合力が、軌道面に対して垂

直となるときのカントをいう。 
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程度であり、車輪・レールの接触角度は約７１°であったと考えられる。 

これは、本件車両の車輪削正時の車輪フランジ角度である６０°以上であり、乗

り上がり脱線は車輪・レールの接触角度が大きいほど発生しづらいことから、本事

故時における脱線開始地点付近のレール及び車輪の摩耗が直接脱線に及ぼした影響

は小さかったと考えられる。 

ただし、レールの締結状態の悪化によるレール小返りの発生等の条件によっては、

車輪・レールの接触角度が現状より極端に小さくなり脱線に影響を与える可能性が

考えられる。 

また、2.3.2.4(2)に記述したように、脱線開始地点付近においては、局所的なレー

ル側摩耗が発生しており、その摩耗量が通り変位に影響を与えていることから、レー

ル交換等により通り変位を改善する効果もあると考えられる。 

さらに、局所的なレール側摩耗が発生していたことは、通り変位が大きくなり、

実質の曲率が大きくなると、レール側摩耗の発生に影響を与える横圧も大きくなる

ことから*25、同地点の通り変位が長期にわたって大きい状態が続いていたことによ

る可能性があると考えられる。 

 

3.2.4 軌道部材（レールの摩耗を除く） 

2.3.2.3(5)に記述した軌道部材の定期検査の結果より、レール・まくらぎ・道床

等の軌道材料に脱線に直接影響を与える異常はなかったと考えられる。 

 

3.3  車両に関する分析 

3.3.1 台車 

2.4.2に記述したように、本件列車の各車両に使用されている台車は、台車の左右

部分の独立した動きが可能な構造であることから、中心部で相互にねじれ、一定程

度の軌道の平面性変位に対する追従性が確保されており、実車を用いた調査結果か

らみて、軌道のねじれによる輪重減少量は小さい26と考えられる。 

 

3.3.2 車体支持装置の制御 

2.4.3に記述した本件車両の車体支持装置の制御に関する特徴は、前台車に２点支

持台車、後台車に１点支持台車を設備し、車体を３点で支持しているもので、車体

ローリングに対する復元力は、２点支持の前台車側でのみ負担する構造である。そ

のため、カント超過の状態では車体のロール変位が４点支持方式の車両より大きく

 
*25 参考文献：「軌道構造と材料 －軌道・材料の設計と維持管理－」（株式会社交通新聞社、平成１３年、p57） 

*26 参考文献：「鉄道電気車両 台車 ―構造、機能と設計―」（一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会、平成

３０年、p71） 
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なる傾向があるほか、走行する軌道にローリングを励起する軌道変位があった場合

等に車体ローリングが大きくなりやすい特徴を有する*27と考えられる。   

また、大きなカント超過の状態が継続すると、車体のロール変位を戻すために２

点支持台車の外軌側ＬＶが排気、内軌側ＬＶが給気するため、１点支持台車より外

軌側車輪の輪重減少量が大きくなる場合があると考えられる。 

 

3.3.3 静止輪重比に関する分析 

2.4.5.3に記述したように、本件列車の静止輪重比はいずれも目標値（１０％）以

内に管理されており、脱線の要因となるような異常はなかったものと考えられる。 

ただし、同社による静止輪重測定は、空気ばね内の圧縮空気を全て排気して測定

したものであり、一般に正確な静止輪重を測定するためには、空気ばね内の圧縮空

気を排気しない運転整備状態で測定する方がより正確な値が測定できるため、同社

は測定方法を改善することが望ましい。 

 

3.3.4 車輪フランジ角度について 

2.4.1表３で示したとおり、本件車両の車輪フランジ角度は６０°に整正すること

とされていた。3.2.4に記述したように、本事故の発生に車輪フランジ角度が直接影

響したわけではないと考えられるが、側摩耗が進んでいないレールでは、一般的に

フランジ角度が大きいほど脱線しにくいと考えられる。*28  

したがって、車輪フランジ角度を大きくすることは、脱線を防止するうえでは重

要であることから、同社は、車輪フランジ角度の設計値を現状より大きくすること

を検討することが望ましい。 

 

3.4  気象に関する分析 

２.８に記述したように、本事故発生当時の事故現場付近における天気は晴れであり、

降水量はなく、気温は３１.５℃、湿度は７０％、風向・風速は北北西１.８m/sであっ

た。このことから、脱線の発生に関与するような気象状況ではなかったものと考えら

れる。 

なお、気象状況から、本事故現場付近のレールは乾燥状態であったと考えられる。 

 

 

 
*27 参考文献：「鉄道車両のダイナミクス －最新の台車テクノロジー－」（日本機械学会編、株式会社電気車研

究会、平成８年、pp54-55） 

*28 参考文献：｢台車・輪軸―保守のポイント―｣（一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会、平成３１年、p36） 
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3 . 5  脱線メカニズムに関する分析 

本事故は、 

(1) 2.5.1に記述したように、０ｋ５２６ｍ付近の左レール（外軌）のゲージコー

ナー側の頭部側面にフランジが乗り上がった痕跡があり、これより手前及び

同地点の右レール（内軌）には、脱線の痕跡は確認されなかったこと、 

(2) 3.2.2に記述したように、レール・まくらぎ・道床等の軌道材料に脱線に直

接影響を与える異常はなかったと考えられること、 

(3) 3.2.1(1)に記述したように、脱線開始地点付近に大きな通り変位があり、

脱線に関与した可能性があると考えられること 

から、０ｋ５２６ｍ付近で左車輪がレールに乗り上がったことによる乗り上がり脱線

が発生したものと考えられる。乗り上がり脱線に至ったメカニズムについては、車両

及び軌道の状況から次のとおり分析を行った。 

 

3.5.1 急曲線部低速走行時の乗り上がり脱線の可能性 

乗り上がり脱線に至ったメカニズムとして、急曲線をカント超過の状態で列車が

走行する際、車両の輪重アンバランスや軌道の平面性変位等により外軌側車輪の輪

重が減少し、軌道の通り変位等により横圧やアタック角が増加して乗り上がり脱線

（以下「急曲線部低速走行時の乗り上がり脱線」という。）が発生することが想定さ

れる。 

急曲線部低速走行時の乗り上がり脱線の可能性を検証するため、本事故発生時に

おける本件車両及び脱線開始地点付近の軌道の諸元による推定脱線係数比*29を算出

した。 

その結果、脱線開始地点付近の推定脱線係数比は１.８となり、目安値の１.２と

比較して余裕があった。 

推定脱線係数比に余裕があったことについては、3.3.1に記述したように、本件車

両に使用している台車が平面性変位への追随性が良く、軌道ねじれによる輪重減少

量が小さいことが関与しているとともに、脱線開始地点付近の整備基準値を超える

通り変位による前台車第１軸外軌側車輪のアタック角や横圧の増加、３点支持方式

が車両有効重心高さに及ぼす影響等を推定脱線係数比の計算に考慮しきれていない

可能性が考えられる。 

 

 
*29 「推定脱線係数比」とは、平成１２年３月に営団日比谷線中目黒駅構内において発生した列車脱線衝突事故

の再発防止策として提案されたもので、急曲線低速走行時の乗り上がり脱線防止対策として用いられる評価指

標で限界脱線係数を推定脱線係数比で除して算定するものをいう。限界脱線係数は先頭軸のアタック角に応じ

てナダルの式で計算される値、推定脱線係数はモデル式により計算される脱線係数の値で、車両と軌道の組合

せを考慮した安全性評価が可能である。 
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3.5.2 車体ローリングが関与する乗り上がり脱線の可能性 

本件車両は、3.3.2に記述したように、前台車に２点支持台車、後台車に１点支持

台車を設備している３点支持方式の車両で、車体ローリングが大きくなりやすい特

徴を有すること、また、脱線開始地点付近では、3.2.1(1)及び(3)に記述したように

大きな通り変位及びレール継目の継目落ちに起因した周期的な水準変位が存在し、

車体ローリングを励起する傾向であったと考えられることから、本件列車が乗り上

がり脱線に至ったメカニズムについては、 

(1) 3.5.3に後述するように、カント超過の影響により外軌側の輪重が減少して

いたことに加え、 

(2) 脱線開始地点付近で車体ローリングによって、後部車両の前台車第１軸の

左側（外軌側）の輪重が変動し小さくなり、 

(3) 更に大きな通り変位により横圧及びアタック角が増加し、 

前台車第１軸の外軌側車輪がレールに乗り上がることで脱線した可能性があるもの

と考えられる。 

 

3.5.3 カント超過の影響 

3.2.3に記述したように、本事故発生時において本件列車はカント超過の状態で

あったと考えられる。図１３に示すように、カント超過の状態では、遠心力と重力

の合力が左右車輪の中心から内軌寄りに向くため、曲線通過中における内軌側の定

常的な輪重が増加し、外軌側の輪重が減少することで、乗り上がり脱線が発生しや

すくなると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ カントの状態による輪重の増減 
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なお、本件曲線を、3.1.2に記述した本事故発生時の走行速度である２５km/hで走

行した場合の超過遠心加速度*30を、2.3.2.3(2)②に記述した本件曲線の通りと水準

の測定値から算定した結果を図１４に示す。図１４から本事故発生時において脱線

開始点付近では内軌方向に約０.３５m/s2の超過遠心加速度が作用していたと考え

られる。 

また、０ｋ４７５ｍ～０ｋ５７５ｍにかけて一定波長１２.５ｍの超過遠心加速度

の変動がみられることから、3.5.2に記述した車体ローリングを更に誘起した可能性

が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 本事故発生時における超過遠心加速度（列車走行速度：２５km/h） 

 

3 . 6  軌道の維持管理に関する分析 

3.6.1 通り変位の管理 

2.3.2.3(3)に記述したように、同社は軌道変位の定期検査において、軌道整備基

準値を超過していた箇所を対象に補修を行っていたが、通り変位について、未補修

の箇所があり、さらに補修した箇所も簡易な補修で補修効果が少なかったと考えら

れることから、十分な通り変位の管理を行っていなかった可能性があると考えられ

る。 

よって、同社は、通り変位の軌道整備基準値を超過した箇所については速やかに

補修を行い、かつ、より効果的な補修を行うなど、通り変位の管理についてのレベ

ルアップを図る必要がある。 

また、通り変位の軌道整備基準値を超過していた箇所について、適切な補修を行っ

ていなかった理由の一つとして、3.2.1(1)に記述したように、同社が基準線の設定

に設計値を用いていたため、通り変位の整備基準値超過箇所が必要以上に多くなっ

ていたことがあると考えられる。同社は、同社が管理する軌道状態を鑑み、移動平

均法等の方法により基準線を設定し、本来修繕が必要な箇所を適切に選出し、必要

な修繕が行えるよう合理的な通り変位の管理を行うことが望ましい。 
 

*30 「超過遠心加速度」とは、曲線を走行する際に車両に働く軌道面に平行な平面内の左右方向の加速度をいう。 
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3.6.2 カントの補正工事 

3.5.3に記述したように、カント超過での走行は、外軌側の輪重が減少することで、

乗り上がり脱線が発生しやすくなるため、同社は、本件曲線を含むカント超過が大

きな曲線については、極力カント超過状態での走行を避けるため、走行する列車の

速度を考慮したカントを曲線に設定することが望ましく、カントが大き過ぎる場合

は、カント量を減らす補正工事を実施することが望ましい。 

 

3.6.3 レールの摩耗管理 

2.3.2.3(5)①に記述したように、同社はレールの摩耗の検査を原則目視で行い、

必要によりレール摩耗定規を使用して行っていたが、2.3.2.4(2)に記述したように

本件曲線の外軌はレール交換基準を超えていたにもかかわらず交換されていなかっ

た。 

3.2.3に記述したように、本事故時における脱線開始地点付近のレールの摩耗が直

接脱線に及ぼした影響は小さかったと考えられるが、レール摩耗によりレールの断

面積が減少すると、レールに発生する応力などの関係からレールの損傷等が起こる

可能性があると考えられることから、同社は、レールの検査における技術・技能の

向上に努めると共に、レールの交換基準に達するまでに、計画的にレール交換をす

ることが必要である。 

 

3.6.4 線路の保守体制 

2.3.2.5に記述したように同社の線路の保守は少人数で行われており、十分な技術継

承や新たな技術の導入等が難しい状況にあったと考えられる。これは、同社に類する

地域鉄道に共通する課題ではあるが、今後、組織としての技術力の不足を補い、継

続して健全な線路保守を行っていくためには、自社内で各担当者の研修や訓練によ

り社員教育を実施することや、適任者を増員すること等に限らず、それに加え、各

法人が行っている技術支援や技術開発等を積極的に活用し、社外の知見等を取り入

れていくことが望ましい。 

 

 

4 原 因 

本事故は、列車が半径１９０ｍの右曲線を通過中に、後部車両の前台車第１軸の左

側（外軌側）の輪重が小さい状態で、横圧及びアタック角が増加し、車輪がレールに

乗り上がったことにより、左に脱線したものと考えられる。 

外軌側の輪重が小さくなったことについては、列車がカント超過状態で走行してい
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たことで定常的な輪重が減少していたことに加え、車体ローリングが大きくなりやす

い特徴を有する車両であったこと及び、軌道に大きな通り変位と周期的な水準変位が

あったことにより、車体ローリングによる動的な輪重の減少が発生していたことが影

響していた可能性があると考えられる。 

外軌側の横圧及びアタック角が増加したことについては、車輪がレールに乗り上

がった地点付近に大きな通り変位が存在したことが影響したと考えられる。 

大きな通り変位が存在したことについては、通り変位の算出方法として基準線の設

定に設計値を用いていたため、実際の曲線線形に対応した通り変位が把握できていな

かったこと、通り変位の補修効果が少なかったことにより、必要な軌道の補修ができ

ていなかったことが関与しているものと考えられる。 

 

 

5 再発防止策 

5 . 1  必要と考えられる再発防止策 

「３ 分析」において示したように、本事故は軌道の維持管理が不十分であったこ

とにより発生したものと考えられる。よって、同社は、軌道変位の管理について、軌

道の補修方法を見直すとともに、整備基準値を超過した箇所に対して、速やかに極力

効果が持続する補修方法を選定し実施するなど厳正に対応し、軌道の維持管理を適切

に行う必要がある。 

特に、通り変位の管理については、現場実態に応じた基準線の設定を行うなどして、

適切な通り変位を算出するよう手法の見直しを検討することが望ましい。 

また、曲線部において極力カント超過状態での走行を避けるため、設定しているカ

ントが大き過ぎる場合は、走行する列車の速度を考慮したカントに補正することが望

ましい。 

 

5.2  事故後に講じられた措置 

5.2.1 事故後に同社が講じた措置 

本事故発生後に同社が講じた措置は、次のとおりである。 

(1) 事故発生箇所において、摩耗した外軌及びまくらぎの交換を実施した。 

(2) 事故現場を含む曲線半径２００ｍ以下の曲線について、走行する列車の速

度を考慮して設定カントを見直し、カント補正工事を実施した。 

(3) 軌道の定期検査において著大な軌道変位を認めた場合の運転規制（徐行及

び運転中止）に係る軌道整備心得の一部改正を実施した。 
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表８ 軌道変位と運転規制の取扱い 

変位の種類 軌道変位 運転規制 

軌間 ＋３４mm以上 －１０mm以下 

運転中止 
平面性 ２４mm以上 

高低 ３４mm以上 

通り ３０mm以上 

高低 ２９mm以上 ３４mm未満 
徐行２５km/h以下 

通り ２８mm以上 ３０mm未満 

※上記の軌道変位を確認したときは、直ちに関係箇所に手配を行い軌道整備等

の補修を行い、軌道整備基準値を下回ったことを確認した後、運転規制を解

除する。 

 

(4) 保線分野における技術力の向上及び健全な線路の維持管理を目的とし、東

日本旅客鉄道株式会社から技術支援及び係員教育を受けることとした。 

(5) 通り変位について、現場実態に応じた基準線の設定方法として、移動平均

法を用いて算出することとした。 

 

5.2.2 事故後に国土交通省が講じた措置 

国土交通省東北運輸局は、令和５年１２月１３日から１５日まで保安監査を実施

し、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、令和６年１月２３日付

東鉄監第４９号、東鉄技第１７９号、東鉄安第１５１号「保安監査の結果につい

て」を発出し、改善指示を行った。 
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付図１ 大鰐線の路線図 
 

大鰐線 大鰐駅～中央弘前駅間 １３.９km（単） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）を使用して作成 

 

 

付図２ 事故現場付近の地形図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）を使用して作成 
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付図３ 事故現場の略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ 脱線の状況 
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付図５ 脱線の痕跡 
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付図６ 事故現場付近の軌道変位等の状況 
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付図７ 車両の損傷と痕跡 
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附属資料１ 軌道変位の種類と定義 

軌道変位 

 
列車の繰り返し通過や自然現象により、軌道の各部に生じる変位や変形

のことをいう。軌道変位には、一般的に軌間変位、水準変位、高低変位、

通り変位、平面性変位の５種類がある。*31 

軌間変位 
軌間内側面間の距離から左右レールの基本寸法（１,０６７mm）及びス

ラックを除いたものである。 

水準変位 
左右レールの高さの差のことをいう。また、曲線部でカントが設定され

ている場合には、カントを差し引いた値のことをいう。 

高低変位 

レール頭頂面の長さ方向での凹凸をいい、一般的には長さ１０ｍの糸を

レール頭頂面に張ったときの、その中央部における糸とレールとの距離で

表す。 

通り変位 

レール側面の長さ方向での凹凸をいい、一般的には長さ１０ｍの糸を

レールの軌間内側面に張ったときの、その中央部における糸とレールとの

距離(通り正
せい

矢
や

)で表す。また、曲線部においては、通り正矢から曲線半径

による正矢量を差し引いた値で表す。 

平面性変位 
レールの長さ方向の２点間の水準の差をいい、平面に対する軌道のねじ

れ状態を表す。２点間の距離が５ｍであれば、５ｍ平面性変位という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*31 参考文献：解説 鉄道に関する技術基準（土木編）第四版（国土交通省鉄道局監修、一般社団法人 日本鉄道

施設協会、令和５年、pp331-332）  


